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最も重要な書類とは



『搭載証明書』とは、車両販売会社が納品した車両に補助対象となる安全装置

が搭載されている事を証明する書類です。

正しく記載されているべき要点は、次の1．と 2．に示す①から⑥の６項目です。

※『納品書』に同一６項目の記載が有れば『搭載証明書』の代わりになります

（例） ８ｔ以上のトラック
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最も重要な書類は『搭載証明書』です

① ② ③ ④

1． 商習慣上、書類に記載されるべき必要項目

  「 発行日、 宛名、 発行会社名、 装置単価（税抜）」

⑥⑤

2． 申請書類必須記載項目

  「 登録番号又は車台番号」と「 省略や誤字の無い正式な装置名称」

項目間違いや記載漏れが有った場合

申請後に書類記載内容に不備が認められた場合は、次のフローになります。

不備発覚 → 事務局から連絡 → 申請者がディーラーへ不備内容を説明

→ ディーラー担当者が再発行 → 申請者が再申請

ディーラー担当者から『搭載証明書』を受け取ったら、必ずこの６項目を確認し

て不明な点はディーラー担当者に確認し、不明点を解消してから申請してくだ

さい。

ディーラーで書類を書いてもらう方は、この画面をそのまま担当者に見せてく

ださい。

当書類に不可欠な６項目を記載した『装置搭載証明書』を発行し、申請者様に

お渡しください。

尚、補助対象装置以外の装置名と価格が記載されておりますと、誤った申請

の原因になりますので、出来るだけ記載しないでください。

①

②

③

④⑥

⑤

＜ 申請者様へ ＞

＜ ディーラー担当者様へ ＞

※トラックは車両総重量により、申請出来る搭載装置が異なります。ご注意ください。
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（例） タクシー

（例） 乗車定員30人以上のバス

補助対象装置名は各メーカーで異なる場合

があります

『搭載証明書』に記載された補助対象装置名が、技術用語やカタログでの

機能紹介用語、又はメーカー独自の装置名称が記載されている場合が

あります。

申請システムでは、正式な装置名で申請して頂きますので、申請手続き

を行う前に、充分確認を行ってください。

＜ 装置名対照例 ＞

補助対象装置として認められていない装置を申請することは出来ません。

バス、トラック、タクシーごとに申請出来る装置の種類が決まっています。

幾つかの装置をセットで搭載している場合は、対象外装置名が記載され

ていることもありますので、必ずディーラー担当者に確認してください。

搭載装置の種類について
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